
議案第１１号資料２

○ 室蘭市手数料条例 新旧対照表

（平成１２年条例第２号）

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

（１） 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等に関する事務 （１） 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等に関する事務

手数料を徴収する事項 手数料の金額 手数料を徴収する事項 手数料の金額

１ 戸籍法

（昭和２

２年法律

第２２４

号）に関

するもの

（１） 戸籍法（以下この項におい

て「法」という。）第１０条第１

項、第１０条の２第１項から第

５項まで若しくは第１２６条の

規定に基づく戸籍の謄本若しく

は抄本の交付又は法第１２０条

第１項若しくは第１２６条の規

定に基づく磁気ディスクをもっ

て調製された戸籍に記録されて

いる事項の全部若しくは一部を

証明した書面の交付

１通につき ４５０円（多機能

端末機(地方公共団体情報シス

テム機構の電子計算機を経由し

て本市の電子計算機と電気通信

回路で接続された通信端末機器

をいう。)に必要な操作を自ら行

うことにより交付を申請し、交

付を受ける場合（以下「多機能

端末機による交付の場合」とい

う。）にあっては、１００円）

１ 戸籍法

（昭和２

２年法律

第２２４

号）に関

するもの

（１） 戸籍法（以下この項におい

て「法」という。）第１０条第１

項、第１０条の２第１項から第

５項まで若しくは第１２６条の

規定に基づく戸籍の謄本若しく

は抄本の交付又は法第１２０条

第１項若しくは第１２６条の規

定に基づく磁気ディスクをもっ

て調製された戸籍に記録されて

いる事項の全部若しくは一部を

証明した書面の交付

１通につき ４５０円

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略）

２ 住民基

本台帳法

（昭和４

２年法律

第 ８ １

号）に関

するもの

（１）、（２） （略） ２ 住民基

本台帳法

（昭和４

２年法律

第 ８ １

号）に関

するもの

（１）、（２） （略）

（３） 住民票又は戸籍の附票の写

しの交付

１通につき ２５０円（多機能

端末機による交付の場合にあっ

ては、１００円）

（３） 住民票又は戸籍の附票の写

しの交付

１通につき ２５０円

３ （略） ３ （略）

４ その他

のもの

（１）～（３） （略） ４ その他

のもの

（１）～（３） （略）

（４） 印鑑登録証明書の交付 １通につき ３００円（多機能

端末機による交付の場合にあっ

ては、１００円）

（４） 印鑑登録証明書の交付 １通につき ３００円

（５）～（９） （略） （５）～（９） （略）
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2

（２） 市税に関する事務 （２） 市税に関する事務

手数料を徴収する事項 手数料の金額 手数料を徴収する事項 手数料の金額

１ 地方税

法（昭和

２５年法

律第２２

６号）に

関するも

の

（１） 地方税法（以下この項にお

いて「法」という。）第２０条の

１０の規定に基づく納税証明書

（課税証明書、公課証明書、評

価証明書及び所有証明書を含

む。）の交付

年度別、税目別、１筆、１棟、

１通につき ２５０円（多機能

端末機による交付の場合にあっ

ては、１００円）

１ 地方税

法（昭和

２５年法

律第２２

６号）に

関するも

の

（１） 地方税法（以下この項にお

いて「法」という。）第２０条の

１０の規定に基づく納税証明書

（課税証明書、公課証明書、評

価証明書及び所有証明書を含

む。）の交付

年度別、税目別、１筆、１棟、

１通につき ２５０円

（２）、（３） （略） （２）、（３） （略）

２ その他

のもの

（１） 所得証明書の交付 １通につき ２５０円（多機能端

末機による交付の場合にあって

は、１００円）

２ その他

のもの

（１） 所得証明書の交付 １通につき ２５０円

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）

（３）～（９） 略 （３）～（９） 略


